
【組織的な対応の流れ】                                            別紙２ 

 

被害児童 

担   任 学年・生徒指導担当 

その他（保護者・他の児童） 

 
・スクールソーシャルワ

ーカー（SSW） 

・教育相談員（SC） 

心のケア 

連携 

訴え 事実確認 

・丁寧にじっくりと話をきく 
・どうしてほしいのか要望を聞く 
・一人でいじめの判断をしない 
・聴き取りは原則複数で行う 
 

 

 

訴え 

管理職 

報告・相談 

報告・相談 

いじめ防止対策委員会 

管理職・生徒指導主事・学年担任団・SSW・SC 

                    その他必要に応じて 

開催の指示 

警察等関係諸機関 

連携 

連

携 

連携 

関係教職員 
指示・報告 

全教職員 

共通理解 

・全教職員で対応する 
 
 
 

・いじめの判断を行う 
・対応を検討する 
・役割分担を行う 

 

 

 

被害児童の保護者 関係児童の保護者 

・家庭訪問・来校依頼し事情説明 

 

 

 

関係児童 
事実確認 


